
議案第４４号 

   専決処分事項の報告並びにその承認を求めることについて 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、

次の事件を別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により、これを

議会に報告し、承認を求める。 

 

 専決第１号 山都町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の  

一部改正について 

 

  平成２９年６月８日提出 

山都町長 梅 田  穰 

 



 専決第１号 

 

専 決 処 分 書 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、山

都町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について

別紙とおり専決処分する。 

 

  平成２９年 ３月３１日 

 

山都町長  梅 田  穰    

 



 山都町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正す

る条例をここに公布する。 

  平成２９年 ３月３１日 

山都町長          

 

山都町条例第１８号 

   山都町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改  

正する条例 

第１条 山都町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２

７年山都町条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

  別表第１に次のように加える。 

７ 町長 山都町在宅介護支援事業実施要綱（平成２９年山都町告

示第２５号）による在宅介護支援に関する事務であって

規則で定めるもの 

  別表第２に次のように加える。 

６ 町長 山都町在宅介護支援事業

実施要綱による在宅介護

支援に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

（１）地方税関係情報であっ

て規則で定めるもの 

 

（２）介護保険法（平成９年法

律第１２３号）第１２９条第

１項、第２項及び第３項に規

定する保険料の徴収に関する

情報であって規則で定めるも

の 

第２条 山都町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を

次のように改正する。 

  第１条及び第５条第１項中「第１９条第９号」を「第１９条第１０号」に改

める。 



   附 則 

 この条例中第１条の規定は平成２９年４月１日から、第２条の規定は同年５

月３０日から施行する。 
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山都町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年山都町条例第28号)新旧対照表【第1条関係】 

現行 改正後（案） 

別表第1(第4条関係) 別表第1(第4条関係) 

【別記1 参照】 【別記2 参照】 

別表第2(第4条関係) 別表第2(第4条関係) 

【別記3 参照】 【別記4 参照】 
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【別記1】 

現行 

 機関 事務 

1～5（略） 

6 教育委員会 山都町就学援助に関する規則(平成26年山都町教育委員会規則第1号)による就学援助に関する事務であって規則で定め

るもの 

【別記2】 

改正後 

 機関 事務 

1～5（略） 

6 教育委員会 山都町就学援助に関する規則(平成26年山都町教育委員会規則第1号)による就学援助に関する事務であって規則で定め

るもの 

7 町長 山都町在宅介護支援事業実施要綱(平成29年山都町告示第25号)による在宅介護支援に関する事務であって規則で定める

もの 
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【別記3】 

現行 

 機関 事務 特定個人情報 

1～4（略） 

5 町長 山都町一般住宅の設置及び管理に関する条例による

一般住宅の管理に関する事務であって規則で定める

もの 

(1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの 

(2) 住民票関係情報であって規則で定めるもの 

【別記4】 

改正後 

 機関 事務 特定個人情報 

1～4（略） 

5 町長 山都町一般住宅の設置及び管理に関する条例による

一般住宅の管理に関する事務であって規則で定める

もの 

(1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの 

(2) 住民票関係情報であって規則で定めるもの 

6 町長 山都町在宅介護支援事業実施要綱による在宅介護支

援に関する事務であって規則で定めるもの 

(1)地方税関係情報であって規則で定めるもの 

(2)介護保険法(平成9年法律第123号)第129条第1項、第2項及び

第3項に規定する保険料の徴収に関する情報であって規則で定

めるもの 
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山都町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年山都町条例第28号)新旧対照表【第2条関係】 

現行 改正後（案） 

(趣旨) (趣旨) 

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9

条第2項の規定に基づく個人番号の利用及び法第19条第9号 の規定に

基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。 

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9

条第2項の規定に基づく個人番号の利用及び法第19条第10号の規定に

基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。 

(特定個人情報の提供) (特定個人情報の提供) 

第5条 法第19条第9号 の条例で定める特定個人情報を提供することが

できる場合は、別表第3情報照会機関の欄に掲げる機関が、同表情報提

供機関の欄に掲げる機関に対し、同表事務の欄に掲げる事務を処理す

るために必要な同表特定個人情報の欄に掲げる特定個人情報の提供を

求めた場合において、同表情報提供機関の欄に掲げる機関が当該特定

個人情報を提供するときとする。 

第5条 法第19条第10号の条例で定める特定個人情報を提供することが

できる場合は、別表第3情報照会機関の欄に掲げる機関が、同表情報提

供機関の欄に掲げる機関に対し、同表事務の欄に掲げる事務を処理す

るために必要な同表特定個人情報の欄に掲げる特定個人情報の提供を

求めた場合において、同表情報提供機関の欄に掲げる機関が当該特定

個人情報を提供するときとする。 

2 （略） 2 （略） 

 


